
小学校高効率照明化リース事業の公募型プロポーザル  
質疑における回答 
質疑募集期限 令和８年４月 1４日 
 
※募集期間までに提出していただいた質疑のみ回答しています。 
※回答は全質疑をまとめて連番に並べています。そのため重複している場合がございますがご了承ください。 
 

 質疑 回答 
1 実施要領別表 1 事業内容について 

電気代の削減・温室効果ガス削減長の算出に伴い、各施設の 1 日当たりの点灯時
間(用途ごと)、年間稼働日数など各事業者のベースとなる数値をご提示ください。 

1 日８時間×200 日（年間点灯日数）＝1,600 時間（年間点灯日数） 
基本料金 1,416.78 円/kW 
電力量料金(その他季) 21.14 円/kWh 
電力量料金(夏季) 22.50 円/kW 
0.000472ｔ-CO₂/kwh 
年間維持管理費 1 校 20 万円 

2 契約期間中に施設の統廃合等、発注書の事由により物件が不要となり、契約が変更
または契約解除となった場合は、発注者にて残席賃借料のご負担を頂けるとの認
識で間違いないでしょうか。 

契約内容の詳細に関することは、プロポーザル審査後に協議を行います。賃貸借
期間途中での不履行等による取り決めについては回答いたしかねます。 

3 世界情勢の影響等により、不測の事態が生じ、事業者努力では如何ともしがたい理
由で納期に間に合わないなどの事象が発生した場合、指名停上の回避や損害金の
免除、賃貸借期間の後ろ倒しなど含め、都度協議頂けますでしょうか。 

可とします。 

4 実施概要書内実施要領概要 
次年度高効率照明化を予定している施設の数量調査とございますが、ボリューム
の把握をしたく、施設名をご開示願います。 

未定ではありますが、勢門幼稚園の予定です。 
 

5 仕様書 P.2 5 事業内容（4） 
“既設照明機器を取り外した後、リース物品を設置し、即日点灯するものとする"と
記載がごさいますが、リース料のお支払いについてはすべての施設設置完了した
後に開始する形でしょうか。それとも各施設ごとに設置が終わった段階でリース

リース料の支払いは、すべての施設での設置工事および設置検査が完了した後
から開始となります。そのため、リース開始までに生じた故障への対応について
は、その原因や内容により受発注者間で協議対応することと考えられます。ま
た、保険内容や保証価格に関しては提案内容の一部としているため、現状で別途



料のお支払いが開始する形でしょうか。すべての施設が設置完了してからのお支
払いの場合、リース開始までに故障が発生した場合、動産総合保険の適用ができま
せんが貴町負担で問題ないでしょうか。 

協議についての判断はできません。詳細については提案内容にてお願いします。 

6 施工日の施設の開錠・施錠は、貴町または施設管理者様で対応していただけるとい
う認識でよろしいでしょうか。また、土日祝日の作業は可能でしょうか。 

お見込みのとおりです。学校行事等によりますが、基本は土日祝日の作業は可で
す。 

7 契約書は、貴町制定の書式との認識でよろしいでしょうか。貴町制定の書式であれ
ば、契約書のひな形を開示していただく事は可能でしょうか。 

契約書については、決定した契約候補者の任意様式でも可としますが、その際は
担当係で確認し必要に応じ変更対応等をお願いいたします。標準契約書を公開
いたします。 

8 仕様書 P.2 5 事業内容（４） 
光設照明に PCB が含まれていた場合の処分費用は貴町にてご負担いただけるとの
認識でよろしいでしょうか。 

既存灯具の調査（PCB 使用の有無の確認等）については本事業の範囲内とし、
提案内容に組み込んでください。ただし、撤去した安定器等に PCB が含まれて
いた場合の最終的な処分費用等については、現時点では提案に含めず、発見時に
受発注者間で別途協議するものとします。 

9 施工や調査、保守にあたって市内事業者を活用できない場合でも、入札の条件違反
にはならないでしょうか。市内業者の活用方法の適切制について、提案書内で施工
体制を踏まえ記述(範囲・金額)する事により、評価いただけるという認識でお間違
いありませんでしょうか。 

入札の条件違反にはなりません。決定した契約候補者と協議の上、やむを得ず町
外の業者を活用する場合の申請や報告等の仕方についてご指示します。 

10 企画提案書に付きまして、以下、ご確認をお願い致します。 
① 提案資料に枚数制限はない認識でよろしいでしょうか。 
② 出力方法の「縦方向」「横方向」のご指定や、閉じ方のご指定等はなしとの認

識でよろしいでしょか。 
③ フォントサイズのご指定等もないとの認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

11 公告 3.参加資格(5)資格について 
下記の作業の場合 有資格者が各協力事業者の中に必要との認識でよろしいでし
ょうか? 
高圧電気作業:第 1 種電気工事士 
低圧電気作業:第 2 種電気工事士 
高圧電気設備保守:第 3 種電気主任技術者 
なお本事業において、建設業法に沿って、元請けの役割の事業者については、事業

お見込みのとおりです。 



規模の金額から想定すると、特定建設業許可(電気)+監理技術者(電気)も必要かと
想定できます。雁案金額に応じてにはなりますが、企画提案書に必要な資格を記載
するという認識でよろしいてしょうか? 

12 公告 7.審査(2)③実施時間について 
プレゼンの時間は最大 15 分間という認識でよろしいでしょうか? 

お見込みのとおりです。プレゼンテーション時間は、15 分とします。 

13 仕様書 P1 
4.対象施設について 
篠栗、勢門、北勢門小学校の屋内運動場は対象外と記載がありますが、別表 2 に
は、体育館の明細があります。 
屋内運動場と体育館は、別の建物でしょうか? 
それとも、上記 3 校の別表 2 の体育館のリストは対象外でしょうか? 

別表２篠栗小学校体育館 143〜159、勢門小学校体育館 138〜153 は、対象外と
します。 

14 仕様書 P2. 
5.(4).⑥について 
照明器具の工事の際は、即日点灯とありますが、更新手段によって、即日点灯が難
しい場合は、施設の運用に支障のない範囲で、数日間の工事期間は、協議可能でし
ょうか? 

学校生活及び授業の影響のない範囲で、協議可能です。 

15 仕様書 P.3 
5.（5）.③ について 
開始後の保守などの窓口として、本事業の目的であるレジリエンス強化の観点か
ら、緊急時にも連絡できる体制として、24 時間及び窓口 1 本化のコールセンター
が必要という認識で間違いでしょうか? 

ご認識のとおりです。 

16 石綿についての質問 
本事業において、石綿の調査・届出は必須かと想定しております。 
協力事業者の中に、石綿調査者は必要でしょうか? 
また、本事業において、アスベストが発見された場合の対応費及び処分費は貴町側
の負担という認識でよろしいでしようか? 

石綿（アスベスト）の調査および届出については、関係法令に基づき適切に実施
してください。法令により有資格者（石綿含有建材調査者等）による調査が義務
付けられている場合は、本事業の実施体制に有資格者を含め、その調査費用を提
案内容（価格）に組み込んでください。 なお、実際にアスベストが発見された
場合の対応費および処分費については、現時点では提案内容に含めず、発見時に
その原因や内容に基づき、受発注者間で別途協議のうえ対応を決定するものと
します。 



17 プロポーザル実施要領 
10.審査について 
プレゼンテーション時の参加人数は、制限ありますでしょうか? 
協力事業者の参加も想定すると、最大 6 名まで問題ありませんでしょうか? 

最大６名まで可です。 

18 プロポーザル実施要領 
14.その他(3)参加辞退について 
参加申込後、5 月 1 日までに参加辞退の場合、罰則などないという認識で間違いな
いでしょうか？ 

お見込みのとおりです。 

19 プロポーザル実施要領 
14.その他(7)週休 2 日制について 
木事業は、学校施設ということもあり、土日作業の可能性も考えられます。その際
は、代わりに平日を休日として、週休 2 日制に努めることとしてよろしいでしょ
うか？ 

お見込みのとおりです。 

20 別表 1「プロポーザル方式における審査の項目」 
履行実績ある業者の活用について 
過去 2 年間の実績のある電気工事業者の活用とありますが、貴町と直接契約の実
績という認識で間違いないでしょうか? 
配点についてご教授お願いします。 
追去 2 年間の実績がある会社の中で、地域貢献の観点から貴町に本店(建設業許可
(電)所有)がある会社が一番評価される配点という認識で間違いないでしょうか? 

過去 2 年以内の実績については、お見込みのとおり本町との直接契約（町が発
注した工事）を指します。配点の詳細につきましては、実施要領の別表 1『プロ
ポーザル方式における審査の項目』をご確認ください。地域貢献の観点を含む評
価については、同別表に記載の『履行実績のある電気工事業者の活用とその活用
方法の適切性』に基づき、審査委員会において総合的に審査・評価いたします。 

21 別表 1「プロポーザル方式における審査の項目」 
履行実績ある業者の活用について 
企画提案書の中で事業体制にて、実績ある電気工事業者を記載し評価して頂くこ
とと思います。契約候補者に決定後、協力事業者として記載した電気工事業者が工
事できないと判明した場合は、その契約事業者は、失格となるという認識でよろし
いでしようか?また、提案書の中に構成員として協力事業者を証明する形でよろし
いでしようか。 

入札の条件違反にはなりません。決定した契約候補者と協議の上、やむを得ず町
外の業者を活用する場合の申請や報告等の仕方についてご指示します。 
提案書の中に協力事業者を記入をお願いします。 

22 事業概要 P2、提案(例) 2 行日 お見込みのとおり、最終的な実施内容については、契約候補者決定後の契約締結



提案された内容がそのまま契約に繁がることではありません。とありますが、最終
的な実施内容は契約候補者決定後に、協議して決定するということでしようか? 
その場合、提案したが実施しない工事などが発生した場合、提案金額から減額処理
になりますょうか? 
また、契約候補者決定後に、現地詳細調査後に判明した追加事項などは、追加費用
として協議可能でしょうか? 

交渉において、町が提案内容の中から選択し、協議のうえで決定します。 
その際、提案内容の変更（実施しない工事の発生）や、契約候補者による現地詳
細調査後に判明した追加事項等により、提案時の数量・仕様に変更が生じた場合
には、受発注者間で協議のうえ、変更契約にて対応（金額の増減を含む）するも
のとします。 
なお、地域レジリエンス強化に繋がる提案等については、複数の手法や構成（A
パターン、B パターン等）を併記して提案することが可能ですが、その場合は各
提案内容に対応した見積書をそれぞれ提出してください。 

23 事業概要 P3、その他の十αの提案(例) 3・4 行日 
提案例として、学校や生徒の安全対策も参考で記載ありますが、本事業の目的であ
る脱炭素とレジリエンス強化と少しニュアンスが異なるかとイメージしますが、
生徒や施設に関係する方々、避難所を利用される方に対しての防犯または安全対
策も評価の対象となるという認識でよろしでしょうか? 

お見込みのとおりです。 

24 その他 
昨年度、同様のリース事業(篠栗中学校、総合運動公園高効率照明化リース事業)が
施工されてありますが、本事業の参考として具体的に導入された提案内容をご開
示願います。 

防犯カメラの設置になります。 

25 リース会社による入札参加を検討しています。 
賃貸に付随する業務で当社が自ら実施することが事実上できない業務（物件の搬
入、保守、満了時の物件撤去、データ消去等）について、当該業務を発注者から当
社が受注した上で、物件の売主等の業者に再委託してもよろしいでしょうか。 

可とします。 

26 前の質問のように当社が事実上できないのではなく、物件の設置工事など当社が
発注者より請け負うことが法令上認められない業務（銀行法や建設業法等により
規制される業務）がある場合、当社は、当該業務を発注者から受託するのではなく、
発注者の指定または仕様書通りに物件を提供する為に、当社の責任において物件
の売主等に当該業務を発注することで差し支えないでしょうか。（当社の発注は法
的には再委託にはなりませんが、再委託の場合（前の質問）と同様に売主等の業者
に業務を行わせてもよろしいでしょうか。） 

可とします。 



27 本件の賃貸借契約は、「長期継続契約」と「債務負担行為」のどちらでしょうか。 債務負担行為です。 
28 万一、予算の削減・減額により契約が変更または解除となった場合において、当該

時点において残期間の残賃借料が残存する場合、発注者にて残賃借料のご負担を
いただけますでしょうか。 

契約内容の詳細に関することは、プロポーザル審査後に協議を行います。賃貸借
期間途中での不履行等による取り決めについては回答いたしかねます。 

29 予算削減等の影響により、過去、実際にご契約を解約又は変更等を実施されたケー
スはございますでしょうか。 

ありません。 

30 受注者の帰責によらない任意解約規定があると想定して、その任意解約規定によ
り契約変更や契約解除となり残期間の残賃借料が残存する場合、同変更・解約の事
由が受注者の責任に起因しない場合には、残賃借料のご負担につきまして別途協
議をいただけますでしょうか。 

契約内容の詳細に関することは、プロポーザル審査後に協議を行います。賃貸
借期間途中での不履行等による取り決めについては回答いたしかねます。 

31 動産総合保険の対象外となる地震・津波・火山噴火、虫害、天災地変、その他の不
可抗力等により物件が破損した際の修理費用や、滅失して契約が継続できない場
合の残賃借料は発注者にてご負担いただけますでしょうか。もしくは別途協議い
ただけますでしょうか。 

保険内容や保証価格に関しては提案内容の一部としています。現状で別途協議
についての判断はできないため、提案内容にてお願いします。 

32 本業務につきまして、現時点では納入期限までの完了を予定しておりますが、社
会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可抗力により生産・納期が遅延し
た場合、遅延損害金や指名停止等のペナルティを課さず、契約満了日を開始が遅れ
た日数分だけ後に変更し、賃貸借期間は変更せず、賃貸借開始日について別途協議
いただけますでしょうか。（社会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可
抗力による遅延に対し、遅延損害金や指名停止等のペナルティが課される可能性
がありますと、入札参加が困難です） 

受注者の責によらない工事の遅延については、賃貸借期間を変更せずに日付を
変更することは可能です。その場合は別途協議の上、変更契約にて対応いたし
ます。 

33 動産総合保険の対象外となる地震・津波・火山噴火、虫害、天災地変、その他の不
可抗力等により代替品を提供する必要がある場合、その費用については別途協議
いただけますでしょうか。 

保険内容や保証価格に関しては提案内容の一部としています。現状で別途協議
についての判断はできないため、提案内容にてお願いします。 

34 地震・津波・火山噴火、虫害、天災地変、その他の不可抗力等が原因で賃借人や第
三者が被害を被った場合は受注者は免責としていただけますか。 

保険内容や保証価格に関しては提案内容の一部としています。現状で別途協議
についての判断はできないため、提案内容にてお願いします。 

35 地元企業を活用できない場合でも入札の条件違反にはならないでしょうか。地元
企業の活用が必須となる場合、受注者からの直接発注（契約）の形態に代え、工事

入札の条件違反にはなりません。決定した契約候補者と協議の上、やむを得ず
町外の業者を活用する場合の申請や報告等の仕方についてご指示します。 



の統括会社（市外業者）等を介した上での地元企業向けの発注（再々委託等）でも
よろしいでしょうか。 

36 地元以外の業者を活用する場合の申請や報告等の方法を教えてください。 決定した契約候補者と協議の上、やむを得ず町外の業者を活用する場合の申請
や報告等の仕方についてご指示します。 

37 本件、物件に誘導灯・非常灯も含まれている場合、誘導灯等につきましての賃貸借
期間中の「法定点検業務」は、本入札業務の「対象外」でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

38 賃貸借契約書の書式は、受注者所定のリース契約書式にて契約を締結していただ
けますでしょうか。 

契約書に様式はありますが、御社の契約書様式で提出していただいてもかまい
ません。提出後に担当係の方で確認いたします。変更が必要な場合は対応をお
願いいたします。標準契約書を公開いたします。 

39 本件にて利用予定の賃貸借契約書のひな形がございましたら、入札前にいただけ
ますか。 

契約書に様式はありますが、御社の契約書様式で提出していただいてもかまい
ません。提出後に担当係の方で確認いたします。変更が必要な場合は対応をお
願いいたします。標準契約書を公開いたします。 

40 （発注者所定の賃貸借契約書にて推進となる場合） 
落札後、発注者所定の契約書の条項の内容の修正に関して、別途協議いただけます
か。 

可とします。 

41 本件、賃貸借期間満了後の物件については無償譲渡との条件ですので、賃貸借期間
中の本物件にかかる固定資産税は非課税扱い（賃貸借料には同費用分は含めない）
でよろしいでしょうか。 

固定資産税に関して、リース期間中の納付は御社の申告次第となります。期間
終了前において、償却資産としての申告がない場合は、納付の必要がございま
せん。ただし、御社の会計規則上等の理由によって、申告される場合は、納付
の義務が生じます。期間終了後は、所有権が移転するため納付は不要となりま
す。 

42 入札/契約保証金は免除いただけますでしょうか。 今回、プロポーザル審査による随意契約のため入札時の保証金は必要ありませ
ん。しかし、契約時の保証金は必要になります。保証金額については、リース
料金の年間額から 10％以上とします。 

43 入札/契約保証金の免除申請要件についてご確認願います。 
過去の成約実績の提出による免除申請を検討しております。 
この内容について、以下、ご確認をお願い致します。 
（１）「同種」要件について：賃貸借契約の実績であれば、今回の案件と異なる物
件でも許容頂けますでしょうか。 

全て可とします。 
同規模要件：具体的な数値基準は設けておらず、提出いただいた実績の内容に
基づき判断いたします。 



（２）「同規模」要件について：同規模条件につきまして、具体的な基準が御座い
ましたら、ご教示願います。 
（３）「2 年以内に誠実に履行」との記載についてご確認願います。 
本記載は、以下のいずれの想定となりますでしょうか。 
①2 年以内に「賃貸借契約を締結した」との実績でしょうか。 
②2 年以内に「賃貸借契約の賃貸期間が開始された」との実績でしょうか。 
③2 年以内に「賃貸借契約が満了した」との実績でしょうか。 
(４)発注者以外の官公庁様との契約実績でも差支えないでしょうか。 
他の都道府県や、省庁、他の市区町村との契約実績でも宜しいでしょうか。 
(５)国・公立大学、独立行政法人様との契約でも実績として認めていただけますで
しょうか。 

44 物件に付保する保険は、残賃借料を上限とする一般的な動産総合保険（時価ベー
ス）への加入でよろしいでしょうか。 

保険の保証範囲に関しては提案内容に含めさせていただきます。企画提案書、
プレゼンテーション資料にて参加者の提案内容の提示をお願いします。 

45 動産総合保険の付保期間は「賃貸借期間」とのことでよろしいでしょうか。 動産総合保険の付保期間は、原則としてリース期間となります。ただし、仕様書
第 5 項(5)③において『照明機器等の設置後からリース期間終了までの間』の維
持管理が求められていることから、設置完了からリース開始までの期間におけ
る保険対応の有無や考え方についても、提案内容の一部としてお示しください。 

46 最優秀提案者となれました後、協議事項について合意に至らず交渉を断念する場
合、ペナルティは発生しないでしょうか。 

プロポーザル審査後に最高得点者となった場合、契約に関して協議をおこない
ます。その後、契約に至らなくても、ペナルティは発生しません。 

47 企画提案書につきまして、以下、ご確認をお願いいたします。 
①ご提案資料には枚数制限はないとの認識でよろしいでしょうか。 
②ご提案資料には頁番号を記載させて頂いてもよろしいでしょうか。 
③カラー印刷でもよろしいでしょうか。 
④片面印刷、両面印刷のご指定はございますか。 
➄紙の出力サイズや、出力方法の「縦方向」「横方向」のご指定や、閉じ方のご指
定等もなしとの認識でよろしいでしょうか。 
⑥フォントサイズのご指定等もないとの認識でよろしいでしょうか。 

全て可とします。 

48 グループ提案の場合、プレゼンテーションの参加者につきまして、代表企業の人員 可とします。 



の他、グループ企業の人員も参加の上、ご提案させていただいてもよろしいでしょ
うか。 

49 本賃貸借物件を設置している施設の統廃合等、発注者側の事情により契約を変更
または解除する場合、残賃借料のご負担をいただけますでしょうか。 

契約内容の詳細に関することは、プロポーザル審査後に協議を行います。賃貸借
期間途中での不履行による取り決めについては回答いたしかねます。 

50 本件調達には、ポール（不動産）は含まないとの認識でよろしいでしょうか。 
仮に含まれる場合、契約期間中のポール部分の所有者責任は発注者にご負担をお
願い出来ますでしょうか。（契約期間中、ポールを同土地にて無償にて、設置・継
続させていただくこと等）尚、ポールは動産ではない為、動産総合保険や保守・保
証の適用対象外となりますこと、ご了解をお願い出来ますでしょうか。 

契約内容の詳細については、決定した契約候補者と協議の上、決定します。保険
内容や保証価格に関しては提案内容の一部としています。現状で別途協議につ
いての判断はできないため、提案内容にてお願いします。 

51 企画提案書の提出の際に、実績一覧を提出する必要があるかと存じます。 
実績一覧を提出するにあたり、条件等はございますでしょうか。（金額・履行期間
等） 

特にございません。 

52 現在、PDF データにてご共有いただいておりますが、可能でございましたら Excel
データでのご開示をご検討いただけませんでしょうか。 
数量のカウント作業を正確に行うため、Excel データをご提供いただければ、他提
案者様との差異が生じない形で確実なお見積りが可能になるものと考えておりま
す。 

ホームページに公表しております。 

53 下記の項目につきまして、現時点でご教示可能な範囲で結構ですので、ご教授いた
だけますでしょうか。 
・各施設の年間点灯時間 
・年間点灯日数 
・電気料金単価 
・二酸化炭素排出係数 
・年間の維持管理費 

1 日８時間×200 日（年間点灯日数）＝1,600 時間（年間点灯日数） 
基本料金 1,416.78 円/kW 
電力量料金(その他季) 21.14 円/kWh 
電力量料金(夏季) 22.50 円/kW 
0.000472ｔ-CO₂/kwh 
年間維持管理費 1 校 20 万円 

54 ご提案時の参加人数につきまして、何名まで参加可能かご教示いただけますでし
ょうか。 
なお、当社では現状、5 名程度での参加を想定しております。 
また、プロジェクター等の投影機器につきましては、貴町にてご準備いただけると

最大６名まで可とします。プロジェクタ等の投影機器については、町にて準備予
定です。パソコンや指示器等はご準備ください。 



の認識で相違ございませんでしょうか。 
55 落札後の再調査により、対象数量や照明器具の仕様についてやむを得ず変更が生

じる場合には、貴町と協議のうえ方針を決定し、変更契約にてご対応いただけると
の認識でよろしいでしょうか。 

決定した契約候補事業者に該当施設の灯具調査、設計、施工を依頼するため、変
更契約にて対応いたします。協議し、双方合意した場合、契約内容や金額の変更
契約の対象となります。 

56 契約書の様式は貴町指定がございますでしょうか。 
また、賃貸借契約は紙契約でよろしいでしょうか。 

契約書については、決定した契約候補者の任意様式でも可としますが、その際は
担当係で確認し必要に応じ変更対応等をお願いいたします。 
今年度から、電子契約を導入しております。電子契約の合意を得られた場合は、
電子契約になります。 

57 本件はプロポーザル審査の為、入札保証金は免除でよろしいでしょうか。 今回、プロポーザル審査による随意契約のため入札時の保証金は必要ありませ
ん。しかし、契約時の保証金は必要になります。保証金額については、リース料
金の年間額から 10％以上とします。 

58 契約保証金は、篠栗町財務規則 120 条により、国又は地方公共団体との実績を提
示することで、免除可能ということでよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

59 実施要領 8 企画提案書等の提出(1) 
資格確認書類（エ）、実績一覧（オ）、会社概要（カ）については、貴町との契約相
手方となる事業者のみ提出し、本事業の実施体制に含まれる構成各社については
提出不要との認識でよろしいでしょうか。 

本事業の実施体制に含まれる構成各社については、資格確認書類（エ）(※ただ
し、篠栗町競争入札参加資格者名簿に登載されている事業者は不要)のみ提出し
てください。また、実施体制グループの構成表（※様式任意、未提出の事業者の
み）も併せて提出をお願いします。 
※上記書類について、契約締結前の提出でも可としますが、審査点に影響がでる
可能性があることにご留意ください。 

60 仕様書 6 リース期間終了後の取扱い 
期間終了後、物件の所有権を貴町に移転いたしますが、リース会社に固定資産税の
納付責任はないとの認識でよろしいでしょうか。 

固定資産税に関して、リース期間中の納付は御社の申告次第となります。期間終
了前において、償却資産としての申告がない場合は、納付の必要がございませ
ん。ただし、御社の会計規則上等の理由によって、申告される場合は、納付の義
務が生じます。期間終了後は、所有権が移転するため納付は不要となります。 

61 別表 2 照明機器数量表 
各校の照明機器数量表を確認したところ、殺菌灯が含まれておりました。 
殺菌灯につきましては、LED 化に対応したランプが存在しないため、更新対象外
として考えてよろしいでしょうか。 
それとも、現状使用されているランプの交換対応とすればよろしいでしょうか。 

殺菌灯は対象外とします。 



 
 


